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本資料の目的

•本資料は、令和６年度診療報酬改定により新設される
「地域包括医療病棟」に係る病床機能の取り扱いについて
現時点での考え方と方向性について検討するもの
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1.地域包括医療病棟の病床機能の取扱いに係る前回の相談結果

当初の県の考え

「急性期」と「回復期」双方の病床機能を有していることや、近隣都道府県の方向性も考慮し、
「回復期」として整理してはどうか。

県病院協会のご意見

今後の方向性

• 今後、地域医療構想の推進において、「４機能に固執しない」ということには同意できる。

• これまでも病院の自主判断による報告しており、診療報酬における細部事項を考慮すると、「回
復期」とすることで齟齬が生じるのではないか。

• 国の示す考え方に準拠すればよいのではないか。

• ご意見を踏まえ、現時点では、地域包括医療病棟は、地域包括ケア病棟と同様、一旦、医療機関
の判断により「回復期」、または「急性期」と整理する可能性があるものと捉え、当面、国の動
向を注視していくこととしてはどうか。 ⇒ 改めて、こうした方向での調整を検討中

※ なお、「回復期」と報告した病院を対象に基金活用を検討することを想定



2.地域包括医療病棟の病床機能の取扱い（概要・更新版）

背景

【地域包括医療病棟の概要】• 令和６年度の診療報酬改定により「地域包括医療病棟」が新設され、急性期の治療
後、ADLの低下などから回復期に転院できない状況を防ぐため、「急性期」と「回
復期」双方の病床機能を有している。

論点

• 病床機能報告における病床機能の取扱いは、国からまだ示されていないが、令和6年
第１回地域医療構想調整会議では、「2025プランの更新」について協議するため、
その会議を目途に病床機能の取扱いを整理する必要がある。

取扱いの方向性

• 地域包括医療病棟は、地域包括ケア病棟と同様、一旦、医療機関の判断により「回復
期」、または「急性期」と整理する可能性があるものと捉え、当面、国の動向を注視
していくこととしてはどうか。

• なお、「回復期」と報告した病院を対象に基金活用を検討することを想定

関係者との調整

• 第１回保健医療計画推進会議（７月23日開催）での議論に先立ち、各病院をはじめ
とする関係者へ理解を求めるため、適宜事前説明を行っていきたい。
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3.地域包括医療病棟とは①
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3.地域包括医療病棟とは②
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3.地域包括医療病棟とは③
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3.地域包括医療病棟とは④ 論点：病床機能報告における病床機能は示されていない
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4.病床機能報告における地域包括ケア病棟の病床機能の取扱い

複数の医療機能の選択可能性がある「地域包括ケア病棟」の報告上の区分は、
各医療機関が実態に基づき「回復期」、「急性期」を選択するものであり、一律の
基準はない。

（抜粋）
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5.病床機能の取扱いの方向性①

論点
• 病床機能報告における病床機能の取扱いは、国からまだ示されていない。

• 一方、第１回地域医療構想調整会議では、「2025プランの更新」について協議す
るため、その会議を目途に病床機能の取扱いを整理する必要がある。

考え方
• 「地域包括医療病棟」は、急性期の治療後、ADLの低下等から在宅復帰が遅くなる
ことを防ぐため、「急性期」と「回復期」双方の機能を有している。

• 同様に急性期と回復期の双方の機能を有している「地域包括ケア病棟」は医療機関
の判断により、「急性期」または「回復期」を選択している。

取扱いの方向性

• 現時点では、地域包括医療病棟は、地域包括ケア病棟と同様、一旦、医療機
関の判断により「回復期」、または「急性期」と整理する可能性があるもの
と捉え、当面、国の動向を注視していくこととしてはどうか。
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更新



6.今後の地域医療構想の推進に向けて①

(1) 推進区域・モデル推進区域（仮称）に関する取組の方向性

〇 2025年に向けて、国、都道府県、医療機関が取り組む事項を明確化し、国等

による積極的な支援を実施するため取り組むもの

〇 各都道府県１、２箇所を推進区域として設定

〇 推進区域では、今後の取組の方向性を明確化し、着実な取組を実施するため、

「推進区域対応方針」を定めることが求められている。

〇 また、推進区域のうち、既存病床数と必要病床数等の差異が特に大きい全国

10～20箇所をモデル区域として設定

〇 国からの技術的及び財政支援により、「推進区域対応方針」を定めることが

求められる見込み

※ 今後の地域医療構想調整会議等で議論する必要が見込まれる。
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6.今後の地域医療構想の推進に向けて②

(2) 地域医療構想の進め方

〇 これまで、各地域では、４機能別の病床機能の過不足を議論してきた。

〇 しかし、その議論に終始しがちで、介護や福祉を含めた議論は進んでいない。

〇 国では、2040年に向けた新たな地域医療構想に関する検討を進めているが、

今後も４機能の議論は続くと見込まれる。

〇 第８次保健医療計画の基準病床数と必要病床数の乖離は詰まっていない。

〇 「地域医包括医療病棟」のように、診療報酬改定で誘導される機能もある。

⇒ これまでの議論の継続には限界があるのではないか。

⇒ データに基づき4機能別の現状を共有することは有益だが、4機能に固執し

た議論では解決策は得られないのではないか。

⇒ 個別の病院の経営は各病院の自助努力により行っているため、各地域とし

て大きな支障がなければ。各病院の考えを尊重してもよいのではないか。
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6.今後の地域医療構想の推進に向けて③

(3) 令和６年度病床整備事前協議の進め方

〇 令和5年度の地域医療構想調整会議等でのご意見を踏まえ、令和6年度の病床

整備事前協議においては、次のことを考慮することを検討中

①希望が配分可能病床数を超えた際の調整方法を明確化

⇒ 令和5年度の調整時の方法を基礎に基本的な調整方法を事前に明確化

②地域医療構想調整会議等に諮る前の事前調整の実施

⇒ 会議日程等を考慮すると、新たな会議等の設置は難しい。

このため、医師会、病院協会等の関係者による事前調整をzoom等で実

施することを検討している。
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説明は以上です
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